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５．上位計画等の整理 
（１）魚沼都市計画区域 都市計画区域マスタープラン（平成 29 年 3 月策定） 

目標年次 令和 12 年 面積 20,956ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新潟県が目指す都市づくりの共通目標像 

 

 

 

重要課題 

人口減少、高齢化、環境保全、防災 

共通目標 

持続可能な「コンパクトな都市」づくり 

当該都市計画区域の都市づくりの目標 

 

 

 

 

都市機能の誘導と広域交通ネットワークを活かした交流の促進 

自然や文化など多様な地域資源の保全と活用 

豪雪をはじめとした自然災害に対する暮らしの安全・安心確保 

土地利用に関する方針 

・ 

 

 

 

 

 

 

市街地の土地利用 

白地地区の土地利用 

・自然地域：河川周辺は、良好な水辺の景観や豊かな生

態系に配慮しながら保全する。 

・農業地域：自然環境や良好な田園景観の形成などの多

面的機能を活かし、将来的に保全する。 

・集落地域：周辺環境と調和したゆとりのある居住環境

及び営農環境の維持、形成を図る。 

・混合地域：市街地に近接した地域や山間部の温泉地周

辺では、農林漁業との調整を図った上で、

開発の適正な規制、誘導を図る。 

・特定地域：公共公益施設等として整備されている地区

は、目的に応じた土地利用を促進する。 

・商業地：小出地域の小出島地区は、土地利用の効率化
などにより、商業集積とにぎわいの創出を図
る。堀之内地域の本町通りは、地域住民のた
めの日常的な買い物の拠点として活性化を図
る。 

・工業地：工業生産活動を妨げるおそれのある用途の混
在を防止する。 

・住宅地：居住環境の悪化をもたらすおそれのある建物
用途や建築形態の混在を防止する。 

・低・未利用地：品袋工業団地は、優良企業の誘致により一体
的な工業地の形成を図る。また、ＪＲ越後堀
之内駅裏地区は、駅に隣接する立地条件を活
かし住宅地開発を誘導する。 

交通施設に関する方針 

【基本方針】 
・人にも環境にもやさしい都市

交通の実現 
・暮らしと命を守る道路ネット

ワークの整備 

【整備方針】 
・交通ネットワーク 

魚沼圏域の連携強化や魚沼
基幹病院へのアクセス性を
向上させる国道 17 号浦佐
バイパスの整備を推進 

・公共交通 
主要な鉄道駅やバス停で
は、パークアンドライド施
設の整備を進めるなど交通
需要に応じた総合的な施策
を展開 

・全ての人にやさしい交通 
まちづくりと連携して歩行
者及び自転車の移動空間の
確保やネットワーク化を図
ることにより、にぎわいと
魅力ある移動環境の創出 

・防災性の向上 
緊急輸送道路等の重要な道
路については、耐震化やネ
ットワーク化を推進 

・道路ネットワークの再編 
必要に応じて将来都市像の
実現に向けた道路ネットワ
ークを再編 
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（２）魚沼市都市計画マスタープラン（平成 28 年 8 月策定） 

目標年次 概ね 20 年後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標 

 

魚沼市版コンパクトなまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

都市の将来像 

暮らしやすいまち、暮らし続けられるまち 魚沼 

－ 魚沼らしさを活かした魅力ある都市の形成 － 

【拠点と基幹集落の形成】 

・都市機能の集積やまちなか居住による拠点の
形成により、魅力ある都市を形成します 

・基幹集落への生活利便施設の集積により、集
落地での生活環境の維持･向上を推進します 

【交通ネットワークの確保】 

・利便性が高く効率的な交通網の整備に
より、交通手段の確保を図ります 

・広域交通ネットワークの強化を推進
し、近隣市町村間の連携を図ります 

目標１ 
住みやすく持続可能なまちづくり 
・公共施設や生活利便施設が集積

する住みやすいまちづくり 
・周辺の集落等においても日常に

おける生活の利便性等を維持･
確保 

・上記に併せて、適切な都市経営
を行うことによる将来を見据え
た持続可能なまちづくり 

目標２ 安心して暮らし続けられるまちづくり 
・社会基盤や災害の経験を活かした災害に強い都市構

造の構築(ハード･ソフトの両面で防災･減災) 
・日常の移動や積雪時の対応など、子どもから高齢者

までが安心して暮らしていけるまちづくり 

目標３ 地域の資源を活用した魅力あるまちづくり 
・地域資源の保全･活用、首都圏からのアクセス性を活

かした賑わいのあるまちづくり 
・市民一人ひとりの身近なまちづくり活動への主体的

な参加 
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魚沼市の都市構造（将来都市構造図参照） 

「ゾーン」、「拠点」、「軸」から都市構造を設定 

 
 
 
 

○広域連携軸…人やモノが広域的に交流･連携する軸（関越自動車道、国道17号など） 
○地域交流軸…生活利便の向上や広域的な観光連携などに資する軸（国道290号、252号） 
○拠点連携軸…拠点間を結び地域の交流を活性化する軸（国道352号など） 

 

○都市拠点…小出、堀之内地域のうち、特に利便性の高い地区において、商業･業務機能や
医療･福祉、教育･文化、住居機能等を集積 

○地域拠点…合併前町村の庁舎周辺(大沢･今泉･須原･穴沢)と、これらと同様に公共施設や
人口が集積する地域(並柳･虫野)において、日常的な生活･行政サービスや医
療･福祉などの機能を維持･充実 

○観光拠点…入込数が5万人以上の観光地等において、施設整備や交通利便性を向上 
○工業拠点…地域産業活性化基本計画の重点促進区域において、道路整備や企業集積を促進 

土地利用の方針（将来土地利用方針図参照） 

 

 
 
 
 
 
 
 

ゾーンの設定 

軸の設定 

拠点の設定 

市街地ゾーン 
・小出･堀之内の用途地域 
・本市の中心として、多様

な用途を持つ賑わいのあ
るゾーンを形成 

農業･集落ゾーン 
・市街地周辺や幹線道路沿

道の農地･集落 
・農地の保全･活用 
・集落における日常の生活

利便性の維持･向上 

自然保全ゾーン 
・市街地の周囲 
・自然環境の保全･活用 

【都市型住宅地】 
・歩いて暮らせる住宅地の形成、まちなか

居住の推進、安心して暮らせるまちの形
成、空家･空地の利用促進の仕組みづくり 

【ゆとりある住宅地】 
・空家の利用促進の仕組みづくり、一団の

農地の農業的土地利用への転換の検討 
【農業集落地】 
・基幹集落では生活･行政サービスを維持 

住居系 

【中心商業業務地】 
・商業や行政･福祉･教育･文化等施設の集積 
・歩いて楽しめる賑わいある商業地の形成 
【近隣商業地】 
・近隣住民の生活サービス機能の整備･充実 
【沿道型サービス地】 
・小出IC、国道17号沿道の機能充実 
【業務地】 
・現市役所の庁舎や跡地の有効利用の検討 

商業業務系 

・若者にとっても魅力のある新たな時代に
対応した新規企業の立地やインフラ整備 

工業系 

・農地は原則として開発を抑制して保全 
・山林は保全を基本としながら有効活用 

自然系 

公共交通の整備方針（将来交通体系方針図参照） 

 

・駅周辺においてP&R駐車場･駐輪場を整備 
・バスとの連携による乗継の利便向上 など 

鉄道 

・鉄道や乗合タクシーとの連携 
・土地利用と連携した公共交通の形成 など 

バス等 
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（３）魚沼市地域公共交通計画 

計画期間 令和３年度～令和７年度（5 ヶ年） 
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